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私、当麻茂樹は、平成22年6月23日開催の定時株主総会ならびにその後の

取締役会を経て、八城政基前社長の後任として新生銀行の代表取締役社長

に就任いたしました。社長就任にあたり、所信の一端を申しあげ、ご挨拶

させていただきます。

ステークホルダーの皆さまへ

代表取締役社長

当麻 茂樹

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
皆
さ
ま
へ



社
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
皆
さ
ま
へ

9株式会社 新生銀行　年次報告書 2010

一
目
で
分
か
る
新
生
銀
行

事
業
概
況

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

資
料
編

平成21年度の総括

平成21年度は当行にとって大変厳しい1年となりました。この1年間、当行は、銀行としての基本

に立ち返り、国内を中心とした法人および個人のお客さまへの業務に注力してまいりました。そ

の一方で、平成22年度以降の当行を、正常かつ安定的な成長軌道に戻すべく、平成21年度第4四

半期において、八城前社長のもと、国内不動産関連投融資をはじめとした過去に投資したリスク

資産や自己投資に関する損失処理や手当てを、徹底的に実施いたしました。また、今年6月の改

正貸金業法の完全施行を前に、コンシューマーファイナンス子会社における利息返還損失引当金

の計上やのれん・無形資産の減損処理など、当行として現時点で可能な限りの処理・手当てを実施

いたしました。その結果、平成21年度は大幅な赤字決算となり、平成21年度の普通株式期末配当

につきましては無配となるなど、株主の皆さまをはじめ、多くのステークホルダーの皆さまには、

大変なご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫び申しあげます。

今後の戦略と方向性

当行はこのたび、今後目指すべき方向として、今年度から平成24年度までの3年間にわたる「中期

経営計画」を策定いたしました。これは、過去の誤った経営方針への反省に立ち、経営体制の刷

新と抜本的な経営合理化策を実施すると同時に、「顧客基盤の再構築」と「収益力の安定化」に注力

することを目指したもので、この3年間に、①収益安定化に向けての体制整備をした上で、②新た

な業務展開による収益源の多様化を図り、③巡航速度での安定的な収益体質を確立していきたい

と考えています。

具体的には、計画期間終了時の目標とする経営指標として、①外部格付けをA~A-格に引き上

げ、②自己資本比率を現在の8.35%から10%へ、TierⅠ比率を現在の6.35%から8%へ、コア

Tier I比率を4.05%から6%への引き上げを掲げております。また、収益目標としては、平成24年

度の連結純利益の最低目標値を320億円としていますが、100億円程度の経費の追加削減など諸

施策により、さらなる上積みに努めてまいります。

この目標実現のために、法人・商品部門、個人部門それぞれに重点施策を実行してまいります。

法人・商品部門では、対顧業務を中心とする「コア業務」と、自己勘定投資を中心とする「ノンコア

業務」の区別を明確にし、コア業務に経営資源を集中するとともにノンコア業務資産の削減に注

力します。組織についても顧客重視の観点で見直しながら、付加価値の高い金融サービスの提供

により、国内顧客基盤の再構築を図ってまいります。
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現在先進国においては、いわゆる伝統的な商業銀行モデルは、もはや低収益なビジネスモデル

になってきていると考えています。過去、高度成長期に工業化が進む中、産業発展のための融資

は不可欠で重要なものであり、貸し手である銀行は企業の業容拡大とともに成長することができ

ました。しかしながら、そのような時代は終焉を迎え、単純な融資がコモディティ化し、収益性が

低下いたしました。その後のビジネスモデルについては、どの金融機関も解答を出せない中、金

融技術に傾斜し、高いリターンを目指して、デリバティブを組み込んだ証券化商品などに金融機

関が投資し、甚大な損失を出す結果となりました。伝統的な商業銀行モデルが行き詰まる中、こ

の成熟した国において、どのように銀行ビジネスを展開するかというと、ひとつのアプローチは、

現在の情報化社会の中で、いかに特定の産業や業種についての情報収集力を高め、お客さまに提

供する商品やサービスにいかに価値を付加していくかだと考えています。そのような取り組みの

第一歩として、企業再生ビジネスへの取り組みを強化してまいります。

個人部門では、まず、リテールバンキングにおいては、資金調達基盤の安定化と低利調達の推進、

小型店舗「コンサルティングスポット」の展開によりアセットマネージメント業務を強化するととも

に、住宅ローンを拡大していきます。当行が提供する金融商品については、従来の預金を中心と

した運用からより幅広い資産運用へと変化するお客さまのニーズに対応し、円預金のほかに、外

貨預金、仕組預金、投資信託や株式、住宅ローンなどを充実させてまいりました。また、当行のリ

テールバンキングの特徴である、軽量化された、柔軟性の高いITインフラを基盤に、競争力ある

手数料のご呈示や、限られた店舗網を補うインターネットやコールセンターといった取引チャネ

ルの充実など、お客さまへの高い利便性と魅力あるサービスのご提供に注力しております。

コンシューマーファイナンス業務については、規制の変更による影響はありますが、個人のお

客さまに対する金融の円滑化という意味で、銀行に期待される重要な役割、機能であり、新生銀

行グループの強みのひとつとして、今後もより強化していきたいと考えています。新生フィナン

シャルなどの個人向け無担保ローンに関しては、平成22年6月に完全施行となった改正貸金業法

への対応を十分に行うとともに、収益性の確保に努め、アプラスフィナンシャルにおける割賦、

決済、クレジットカードにおいては、それぞれ収益性の向上に取り組んでまいります。

資本については、バーゼル銀行監督委員会による、銀行の資本規制強化策がまだ最終確定しており

ませんが、当行としては、収益強化策の実行と収益の計上に加え、資本増強につながる施策の実施、

ノンコア業務資産の削減によるリスク資産と資本控除の削減などに取り組み、遅くとも平成25年3

月末には自己資本比率10%、TierI比率8%、コアTier I比率6%の水準に引き上げたいと考えてお

ります。現在、当行は公的資金を受け入れておりますが、業務を遂行するうえでは、公的資金を受

け入れた背景や意義を十分に踏まえ、緊張感を強く持ちながら、日本の銀行としての役割期待を忠

実に果たし、社会に対して質の高い金融サービスをご提供していきたいと考えております。
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また、当行は、平成22年6月23日開催の定時株主総会において定款を変更し、従来の委員会設置

会社から監査役会設置会社に経営体制を移行いたしました。これにより、①経営の最高意思決定

機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、②業務執行および取締役会から独立し

た監査役および監査役会に取締役会に対する監査・監督機能を担わせることで、経営判断の機動

性を確保しつつ業務執行を適切に行うとともに、チェック・アンド・バランスをより重視したガバ

ナンス体制を実現してまいります。

最後に

当行は、金融仲介による信用創造を担う金融機関として、金融サービスの円滑な提供という本来

の役割をしっかり果たす必要があります。現在、銀行を取り巻く市場環境、経済環境には大変厳

しいものがありますが、その中で、当行は、当行の強みを最大限活かしながら、効率よく経営資

源を活用し、焦点を絞りながら他社との差別化を図り、フェアで透明性の高い経営に徹底して取

り組むことで、産業経済の発展に貢献し、誰からも信頼される銀行になることができると考えて

おります。

平成22年度は、当行が新生銀行として再スタートしてからちょうど10年が経ち、次の「新たなス

テージ」となる年であります。まずは、早期の業績回復と安定化を実現し、ステークホルダーの

皆さまのご期待に沿えるよう、全力で経営を遂行してまいります。

株主の皆さまの温かいご支援、ならびにお客さまの変わらぬご愛顧に心より感謝いたします。

今後とも、皆さまには、なお一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申しあげます。

平成22年7月

代表取締役社長

当麻 茂樹
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Q U E S T I O N S  &  A N S W E R S

Q基本に立ち返ってお客さまのニーズに徹底的に応えようと業務に取り組んできたにもかかわらず、
平成21年度が結果として2期連続赤字となった理由は?

平成21年度は大変厳しい業績となり
ましたが、これは、今後の当行の業績
を安定させ、長期的な収益性を確保す
るため、コンシューマーファイナンス
業務、国内不動産関連、海外向け投融
資に関連し、徹底的に損失処理を実施
したことによるものです。

1.まず、平成22年6月の改正貸金業法
の完全施行を前に、コンシューマー
ファイナンス業務において、過払利
息返還への備えとして296億円の引
当金の追加繰入を行い、アプラス
フィナンシャルとシンキにおいては、
業界他社並みの引当水準に引き上げ
ました。新生フィナンシャルにおい
ては、過払利息返還を受けるリスク
のある取得資産のうち相当な部分に
ついて、GEグループによるグレー
ゾーン損失補償が付与されているこ
とから、追加的な引当は、ほとんど
実施する必要はありませんでした。
また、この利息返還損失引当金の

繰入や厳しい業務環境などによる影
響から、アプラスフィナンシャルに
かかるのれんおよび無形資産の減

損660億円ならびにシンキにかかる
無形資産の減損25億円を計上（連結
ベース）いたしました。平成18年度
ののれんおよび無形資産の減損と
平成21年度の追加償却に加え、本
件減損を含めると、アプラスフィナ
ンシャルの買収にかかるのれんおよ
び無形資産の減損処理が実質的に
完了したことになり*、当行の今後
の収益性に与える影響は軽減され
ることになります。
* 平成22年3月末現在、アプラスフィナンシャ
ルの子会社である全日信販の買収にかかる
のれん50億円あり。

2.それから、国内不動産関連業務にお
いて、合計702億円の損失処理をい
たしました。不動産市場において
は、特に商業施設の空室率の増加や
賃料の低下など、厳しい市場環境が
続いておりますが、当行が培った経
験を活かしながら、平成21年度は大
型倒産などの影響を受けることな
く推移いたしました。しかしながら、
不動産市場の先行き不透明感が続
く状況を鑑み、従来にも増して保守
的に不動産評価を実施した結果、国
内不動産関連投資にかかる評価損・
減損374億円と国内不動産ノンリ
コースファイナンスにかかる貸倒引
当金繰入328億円を計上いたしまし
た。今回の処理は、より保守的な不
動産評価を実施したことが主な理
由であり、今後の対応や市場動向次
第では引当金の戻りが発生する可
能性もあると考えています。国内不
動産関連業務は、過去の経験を活か
しながら、引き続き当行が強みを発
揮できる分野であることから、今後
もお客さまからの資金ニーズに知

Q
ue

st
io

ns
&

A
ns

w
er

s



社
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

Q
uestions

&
A

nsw
ers

13株式会社 新生銀行　年次報告書 2010

一
目
で
分
か
る
新
生
銀
行

事
業
概
況

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

資
料
編

恵を絞りながら対応し、適切なリス
ク調整後リターンが確保できるよ
う努めてまいります。

3.さらに、法人・商品部門のリスク資
産の削減に努める中、欧州関連投資
および国内外のアセットバック証
券・投資にかかる評価損、減損およ
び貸倒引当金として、189億円を追
加計上いたしました。

上記のとおり、過去の問題に対する手
当てを行う一方、今後の成長に向けて、
さまざまな施策を実施してまいりまし
た。法人・商品部門では、評価損、減
損および引当金等過去に投資したリ
スク資産へのさらなる手当を実施しつ
つ、CLO（債務担保証券）の売却益
177億円を計上するなど、ノンコア資
産の戦略的な売却により、財務上の影
響を緩和させ、バランスシートの健全
化を概ね完了させました。個人部門で
は、新生フィナンシャルとシンキにお
いてパーソナルローン事業の再編を
行い、新生フィナンシャルは、平成22
年3月に、当行が保有するシンキの株
式を譲り受け、より一体的な業務運営
を行う態勢を整えました。またリテー
ルバンキング業務では、当行とのお取
引内容に応じて金融サービスを提供す
る「新生ステップアッププログラム」を
通じた顧客基盤の充実や、「2週間満期
預金」の提供、新しい小型店舗「新生コ
ンサルティングスポット」の展開などに
より、ビジネスの強化に努めています。

前年度より行ってきた全社的な経費
の削減が奏功し、新生フィナンシャル
の直接経費を除いた経費は前年度比
16.7%減少し、人員も平成21年度中
に約900名減少しました。また、リス
ク管理態勢の強化にも継続的に取り
組んでいます。平成22年3月末の資本
比率は、貸出などの資産をそれほど減
少させることなく、リスク・アセットの
削減（20%減）に取り組んだことから、
赤字決算となったにもかかわらず前
期比でほぼ横ばいないしは若干改善
した水準となりました。
当行としては、平成21年度に上記のと

おり十分な処理や手当てを実施し、適
切な引当水準と安定した流動性資金、
大幅に改善したバランスシートを確保し
たうえで、今年度「新たなステージ」を迎
えることができたと考えております。

当行としては、適切な引当水準と安定し
た流動性資金、大幅に改善したバランス
シートを確保したうえで、今年度「新たな
ステージ」を迎えることができたと考え
ております。

平成21年度の損益における主な非経常的な項目

-2,000 -1,000 0 1,000 （億円）

優先出資証券、劣後債等の買戻益

債務担保証券（CLO）の売却益（177億円）等
のれん・無形資産の減損
（アプラスフィナンシャル、シンキ）
利息返還損失引当金繰入（296億円）、
リストラ関連費用（コンシューマーファイナンス子会社）
国内不動産、不動産ノンリコース・ファイナンス関連損失

アセットバック証券・投資、欧州関連投資損失

法人税等調整額、その他

主な追加引当金／減損（ネット）

当期純利益（損失）

209

218

-685

-362

-702

-189

-107

-1,619

-1,401



社
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

14 株式会社 新生銀行　年次報告書 2010

一
目
で
分
か
る
新
生
銀
行

事
業
概
況

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制

資
料
編

A
Q新生銀行の今後の戦略について詳しくご説明ください。

当行の法人のお客さま向け業務、個人
のお客さま向け業務という2つのビジ
ネス部門では、安定的な収益基盤を確
保できていると考えています。しかし
ながら、注力すべき業務分野の選択や
業務執行という点でまだ改善の余地
があると認識しており、当行は国内に
おける顧客基盤の再構築と収益の安
定化をコンセプトとした、今後3年間
の中期経営計画を策定いたしました。
法人・商品部門ではノンコア（非中核）
業務や資産を削減し、付加価値の高い
金融サービスを中心とした顧客重視の
コア（中核）業務や当行が強みを持つ
市場金融業務に注力いたします。個人
部門では、リテールバンキング業務に
おいて、資金調達基盤の安定化と低利
調達の推進や、アセットマネージメン
トビジネスの強化、住宅ローン業務の
一層の強化に努めるとともに、コン
シューマーファイナンス業務において
は、収益性の極大化を目指します。

ここからは、各業務分野の施策につ
いて詳しくご説明いたします。
まず法人・商品部門では、ノンコア

資産の削減を進める上で、売却処分か
ら得た収益をさらなる処理に活用して
おります。当行が現在撤退を進めてい
る業務には、不動産投資、プライベー
トエクイティ、転売を目的とした住宅
ローンの購入、資産担保証券（CLO）、
アクティブ・クレジット・ポートフォリ
オ・マネジメント（ACPM）、ウェルス
マネジメントおよびアセットバック投
資が含まれます。
また、昭和リースなどのグループ会

社の機能やノウハウを活用し、中小・
中堅企業を主な対象とした企業再生業
務や成長企業へのサポートなどの業務
を強化します。それと同時に、喫緊の
課題である顧客基盤の拡大に経営資
源を振り向けてまいります。顧客基盤
拡大の実現に向け、人材開発に一層注
力しソリューションビジネス提案力の
強化を図り、リスク管理部門と緊密に
連携しながら、与信承認プロセスの効
率化を検討してまいります。
また、当行の強みである付加価値の

高い専門性が必要とされる商品・サー
ビスを強化し、リスクを抑えながら、
手数料を中心とした安定的な収益の獲
得に注力してまいります。キャピタル
マーケッツの分野においては新生証
券とも連携してお客さまのニーズを踏
まえた適時適切なソリューション提案
と弾力的商品組成を通じて各種商品
の提供力を一層強化し、顧客ビジネス
を中心とした業務の拡大に注力いたし

商品
革新性

顧客数

多数少数

画一的

新生

日本の大手銀行

伝統的な邦銀

外銀

現在の新生
中期経営

計画
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ます。不動産ファイナンスでは、ポー
トフォリオ全体の残高を削減しつつ、
今後は、LTV（借入比率）が65%前後
のシニアローンに注力いたします。ク
レジットトレーディングでは、資本へ
の影響を極力抑えつつ、比較的高いリ
ターンが期待できるお客さまの再生
ニーズに対応いたします。スペシャル
ティファイナンスは、過去の投資の回
収を推進しつつ、レバレッジド・バイ
アウト（LBO）やマネジメント・バイア
ウト（MBO）といった買収ファイナン
スおよび資本増強のサポートなどの新
規案件にも取り組んでまいります。ア
ドバイザリー業務は、中堅企業向け
マーケットの開拓に努めるとともに、
クロスボーダー案件の提案力強化を
図ってまいります。
個人部門は、リテールバンキング業
務とコンシューマーファイナンス業務
を担う子会社で構成されています。リ
テールバンキング業務では、預金商品
による資金調達基盤の安定化を目指
すとともに、継続的に、お客さま保護
の枠組み強化に取り組みつつ、アセッ
トマネージメントビジネスの強化を通
じた仕組預金、投資信託、保険関係の
手数料収入の増強にも注力いたしま
す。さらに、ユニークな商品性が特徴
の住宅ローン業務においては、新規融
資額の拡大を図ります。コンシュー
マーファイナンス業務に関しては、無
担保パーソナルローンにおいて、利息
制限法の上限金利内での優良なお客
さまの獲得に注力し、割賦業務
（ショッピングクレジット）およびクレ
ジットカード業務ではお客さまの利用
頻度の増加につながる取り組みや、加
盟店との取引内容の改善を通じた収
益性拡大を図ってまいります。また同
時に全体的な経費および与信コストの
抑制にも努めてまいります。

当行グループは、基本に立ち返る姿
勢で業務に取り組み、経費削減と効率
性の向上に努めてまいりましたが、そ
の結果、当行グループ内の銀行、子会
社または子会社間の連携が以前にも
増して強まっています。今後は、より
一層協働体制を高度化し、さらなるシ
ナジーの実現を目指します。また、IT
技術を活用した事務処理の自動化や、
バックオフィス業務の一元化など、継
続的に行っている業務の合理化への取
り組みにより、人件費をはじめとした
経費の大幅な削減を実現できると考
えています。さらに、既存のビジネス
の枠を超えた、消費者ローンの拡大を
目指す地方銀行向けのサービス提供
など、お客さまに対して、新たな付加
価値を提供する機会の創出に取り組
んでおります。

当行は国内における顧客基盤の再
構築と収益の安定化をコンセプト
とした、今後3年間の中期経営計画
を策定いたしました。
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Qお客さま中心のビジネスに注力するということですが、競争が激しくなる中で法人・商品部門は
どのように差別化を図っていくのでしょうか。

A
当行は、半世紀以上にわたりメガバン
クグループに属さない、中立的な金融
機関としての強みを活かし、事業法
人・金融法人・公共法人等のお客さま
とお取引いただいており、今後も法人
のお客さまとのビジネスを安定的な
収益の柱と位置づけています。国内の
事業法人のお客さまに対する貸出を
はじめとした金融サービスの提供は当
行のコア（中核）業務であり、また法人
のお客さまは、当行が付加価値の高い

商品やサービスおよび専門性の高い
ソリューションをご提供する貴重な営
業基盤であります。
当行は、大手銀行、生命保険会社を
含む国内のほぼすべての主要金融機
関と多面的な取引関係を有するとい
う優位な特色を持っております。特に
地域金融機関のお客さまとは、デリバ
ティブ・各種運用商品の紹介・アドバイ
ザリーサービス・商品開発の協調など
さまざまな分野でお取引いただいて
おります。また、公共法人とのお取引
に関しては、多くの政府機関・地方自治
体に対してご融資を提供しているほ
か、債券引受シンジケート団の一員と

して選ばれるなど、強いフランチャイ
ズを有しています。このような取引実
績に裏打ちされたリレーションを活用
し、引き続きお客さまのニーズにお応
えできる商品・金融サービスを提供し
てまいります。
今後は、中小および中堅企業とのお

取引の機会を広げていきます。幅広い
金融商品やサービスを提供しつつも、
お客さまのニーズにきめ細かく応え
ることができる適度な規模の銀行とし
て、上場前の新興企業のインキュベー
ター役を果たしつつ成長を支援し、ま
た、これまで資金調達が困難であった
業種に対する融資の提供を通じて市
場金融ビジネスの確立を目指します。
お客さまの属する業界、それぞれの
ニーズや課題を十分把握した上で、貸
出はもちろん、規制対応、経営管理や
成長戦略および上場戦略を含む、総括
的なアドバイザリーサービスのご提案
を行いたいと考えております。
さらに、コア業務である貸出および

リース業務に加え、当行の強みである
以下の戦略業務に注力いたします。
不動産ファイナンス、クレジットト

レーディング、スペシャルティファイナ
ンスおよびアドバイザリー業務、なら
びに資本市場に関連する対顧客業務。
これらは、お客さまを中心とし、当行
の強みを活かしつつ、資本への影響を
抑え、手数料収入に貢献する業務が中
心となっています。

お客さまのニーズにきめ細かく応えることが
できる適度な規模の銀行として、上場前の新
興企業のインキュベーター役を果たしつつ成
長を支援し、また、これまで資金調達が困難
であった業種に対する融資の提供を通じて市
場金融ビジネスの確立を目指します。
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A
Q競合他行も個人向けのサービスを充実させている中で、新生銀行は今後もリテールバンキングの収益性を
維持していけるのでしょうか。

日本は世界的に類を見ないオーバーバン
キング（銀行過多）状態にありますが、当
行は、先進的なITの活用により、お客さ
まのニーズにお応えする金融商品・サービ
スを、お客さまがご希望されるチャネル
（店舗、インターネット、コールセンター・モ
バイル）で効率的に提供していくことが差
別化につながるものと考えています。ま
た、安定的な利益計上のため、引き続き
経費削減にも努めてまいります。
リテールバンキング業務では、引き続
き、お客さまお一人おひとりのニーズに
合った資産運用コンサルティングサービ
スに注力しています。
普通預金に比べ少しでも有利な金利

で預けたいというお客さまのニーズにお
応えし、平成21年6月にお取り扱いを開
始した「2週間満期預金」など、引き続き、
お客さまが必要とされる資産運用商品
の提供力強化を図ってまいります。
また、当行とのお取引状況に応じて金
融サービスを提供する「新生ステップアッ
ププログラム」や、インターネット・e-mail
など、お客さまご自身にご利用いただけ
るリモートチャネルによる情報提供をさ
らに充実させることで、お客さまとのリ
レーションシップの構築・強化を目指して
まいります。
さらに、最高水準のコンプライアンス
を遵守し、お客さまに最適なソリューショ
ンを提供できるよう、平成21年度第4四
半期には、広範囲にわたるトレーニング
プログラムを実施し、引き続き、セールス
スタッフの育成に努めています。
こうしたアセットマネージメントビジネ

スにかかわる取り組みを通じて、お客さ
まとのリレーションシップを強化するとと
もに、高い商品力および効率的な広告

展開を活かした住宅ローン業務の拡大
により、安定的で収益性の高い顧客基盤
の構築が可能になると考えております。
リテールバンキング業務では、平成21
年6月より、資産運用コンサルティングを
中心にサービスを提供する小型店舗「新
生コンサルティングスポット」を展開してお
ります（平成22年7月1日現在、新生コン
サルティングスポットは11店舗）。新生コ
ンサルティングスポットの営業経費は、フ
ルバンキングサービスを提供する「新生
フィナンシャルセンター」の約15~25%程
度に抑制しています。また、仕組預金や
仕組債、投資信託などの販売から、堅調
な手数料収入を確保しており、新たな店
舗展開が順調に進展しております。今後
も、優良な立地への戦略的な店舗展開
を目指してまいります。
リテールバンキング業務では厳格な経
費管理を遂行しております。リテールバン
キング業務の平成21年度の経費は、適
切かつ効率的な人員配置、拠点網の見
直しが奏功し、352億円と、平成20年度
の373億円から減少しています。厳格な
経費管理を継続することで、リテールバン
キング業務における安定的な収益基盤
の構築を図ります。

平成
17年度末

平成
18年度末

平成
19年度末

平成
20年度末

金融債 預金 仕組預金
投資信託／年金保険

（万口座）（億円）

預り資金残高とリテール口座数

80,000 400

300

200

100

60,000

40,000

20,000

0 0

平成
21年度末

リテール口座数

当行は、先進的なITの活用により、お客さ
まのニーズにお応えする金融商品・サービ
スを、お客さまがご希望されるチャネルで
効率的に提供していくことが差別化につな
がるものと考えています。
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A
当行では、コンシューマーファイナン
スに対するニーズは継続的なもので
あると考えています。貸金業法、割賦
販売法の改正は大きな課題ではある
ものの、逆にグレーゾーン、与信、調
達、運営面などでのコスト削減を実現
し、優良なお客さまを確保することが
可能な当行グループにとって業界有数
の地位を確保することができる新た
な環境でもあります。こうした新たな
環境下でもコンシューマーファイナン
スの収益性を維持そして成長できると
確信しております。
現在のビジネス環境は、改正貸金業
法により無担保パーソナルローンの上
限金利は20%に引き下げられ、借入総
額が年収の3分の1に制限（総量規制）
されます。また、ピークは脱したとは
いえ、引き続き過払利息返還請求も継
続して発生しております。この結果、
さまざまな統計を見る限り、無担保
パーソナルローン市場は平成16年4月
時点の市場規模と比較した場合、およ
そ半分（約5兆円）の規模にまで縮小し
ていると推測されます。一方で、こう
した厳しい規制により貸金業者数も
昭和61年の47,000社から現在は
4,000社以下にまで大きく減少してお

ります。また、オートローンなど、割
賦販売の市場規模も減少が続いてい
ます。競合する同業者は減少していま
すが、市場規模も縮小しているため、
良質な新規顧客の獲得に向け、各社の
競争が激しくなるものと思われます。
このような環境の中では、ブランドや
商品性、顧客から信頼されるサービス、
オペレーションが今後より一層重要と
なると考えておりますが、当行グルー
プ各社はその競争の中で必ず優位に
立てると確信しております。
無担保パーソナルローンにとって大

きな減益要因となりうる課題である
過払利息返還請求については、新生
フィナンシャルは、過払利息返還請求
リスクのある取得資産のうち相当な
部分について、過払利息返還損失が
2,039億円を超えた場合の手当てとし
て、GEによる損失補償が付与されて
おり、これが逆に当行グループの大き
な強みのひとつであると考えていま
す。アプラスフィナンシャルとシンキ
においては、過払利息返還への備えと
して平成21年度第4四半期に大幅な引
当金の追加繰入を行い、業界他社並み
の引当水準に引き上げました。また、
当年度下期以降は子会社において過
払利息返還請求の減少傾向が見られ
ました。

貸金業法、割賦販売法の改正は大きな課題
ではあるものの、逆にグレーゾーン、与信、
調達、運営面などでのコスト削減を実現し、
優良なお客さまを確保することが可能な当
行グループにとって業界有数の地位を確保
することができる新たな環境でもあります。

Q市場の縮小が続き、収益面での大きな課題が残るコンシューマーファイナンス業務に、
なぜ引き続き注力するのでしょうか。
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与信関連費用は顧客プロファイルと
密接に関係しており、顧客プロファイ
ルのリスクが低ければ低いほど与信
関連費用も抑制されます。新生フィナ
ンシャルの「レイク」ブランドは、業界
有数の新規顧客獲得数を誇っており、
業界トップの座を争う位置におりま
す。さらに、新規顧客の半分以上は、
他社借入件数がゼロのお客さまが占
めています。アプラスフィナンシャル
とシンキは、個人商品リスク管理部の
集中的な管理のもと、引き続き与信基
準の厳格化やクレジット・スコアリン
グモデルの改良に努めています。
コスト面では、当行からの安定した

資金調達により、金融費用の抑制が可
能となっています。
また、コンシューマーファイナンス

業務の取引件数は非常に多いものの、
1件当たりのボリュームは小さく、こ
のためIT技術を活用した自動化による
経費削減の余地が多いと考えていま
す。当行では、革新的な金融ソリュー
ションを提供してきたITシステムや手
法を活用し、子会社の経費を横断的に
削減しています。当行は、このように
お客さまへのサービスを低下させる
ことなく経費を削減し、常にお客さま
の利便性向上につながるような改善
に努めています。

このような取り組みにより、無担保
パーソナルローン事業では営業資産
に対し2.0%ー3.0%の利鞘（マージン）
確保を目指します。
コンシューマーファイナンス業務のう
ち、ショッピングクレジット（割賦販売）
やクレジットカード事業などを担うアプ
ラスフィナンシャルは業界有数のマー
ケットシェアを誇っています。当行は同
社の普通株式の保有割合を93.5%に
引き上げ、連携を強化しております。同
社はさらなるIT技術の活用を通じた大
幅な経費削減や事業プロセスの効率
化に努める一方、各事業の収益性改善
に向けてマーケティングリサーチを活用
した戦略立案を行っており、安定した
収益確保を目指しております。無担保パーソナルローンの収益モデル

貸付利息17% 貸付利息16%

現 状 平成24年度
（予想）

マージン

調達コスト

営業経費

与信関連費用

マージン
2.0～3.0%

営業経費
6.0～7.0%

与信関連費用
4.5～5.5%

調達コスト
2.0%±   

制限金利に関する法律の概要

0%

年利
29.2%

利息制限法
出資法

出所：金融庁
http://www.fsa.go.jp/teach/kou3.pdf
*改正貸金業法完全施行（平成22年6月18日）前の
金利状況

元本100万円以上

違法
金利

グレー
ゾーン

年利
15%

元本10万円～
100万円未満

違法
金利

グレー
ゾーン

年利
18%

元本10万円未満

違法
金利

グレー
ゾーン

年利
20%
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A
Q不良債権比率がここまで増加した要因は何でしょうか。不良債権の削減に向けどのような取り組みを行っているのでしょうか。

当行の金融再生法に基づく開示不良
債権比率（単体）は、平成21年3月末時
点で2.51%だったのに対し、平成22
年3月末では6.70%となりました。
不良債権比率の上昇は、主に平成

21年度の第4四半期に、厳しい不動産
市況に鑑み、従来にも増して保守的に
不動産評価を実施したことによるも
のです。これにより、不動産ノンリ
コースファイナンスにおいて債務者区
分の下方遷移がおこりました。
銀行の不良債権比率を分析する際、
担保、保証および引当金により保全さ
れている債権の比率を示す、保全率と
併せて考慮することが重要です。この
保守的な不動産評価により、平成21年
度は国内不動産ノンリコースファイナ
ンスにかかる貸倒引当金繰入328億円
を計上しました。平成22年3月末現在、
不良債権金額の97%以上が担保、保
証および引当金により保全されてお
り、不動産業にかかる不良債権の保全
率は98%となっています。

当行では、上記の取り組みと併せて
不動産エクスポージャーの管理に積
極的に取り組んでいます。当行は平成
21年度中に、不動産ローン残高を平
成21年3月末の1兆2,340億円*から平
成22年3月末の1兆490億円まで縮小
させました。不動産エクスポー
ジャーは主に東京と大阪の優良物件
を中心に、さまざまなタイプの物件に
分散して投資しています。当行は従来
よりお客さまとの直接取引に注力して
おり、不動産ノンリコースファイナン
スの個別案件における審査、契約実務、
不動産評価、実行、管理などすべてを
内製化しています。当行は、回収や債
権処理における十分な実績があるこ
とから、将来的には引当金の戻りが発
生する可能性もあると考えています。
* 貸倒引当対象のノンリコースファイナンス（私募債
形態）および金銭の信託、買入金銭債権を含む。

不良債権比率の上昇は、主に平成
21年度の第4四半期に、厳しい不
動産市況に鑑み、従来にも増して
保守的に不動産評価を実施したこ
とによるものです。

（%） 100

金融再生法に基づく
開示不良債権の保全状況（単体）
5,000 （億円）
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